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令和６年度安全就業標語  会員番号 9186 梶   行 雄 

生き生きと今日も事故無し楽しく仕事 

シルバー 
取  手 

1 月 
126 号 

安
全 

通
信 

 

＜運搬＞回収時に駐車場にて後退して

いた際、ハンドルを切りすぎてしま

い、並列する軽トラックに接触。 

（就業停止７日間） 

＜運搬＞備品の納品時に、駐車場にて

後退した際、目測を誤り接触し、ゴミ

集積所を破損。（就業停止３０日間）

同乗者は後退時、降車して誘導を行わ

なかった。（訓戒） 

＜植木＞植木剪定中、生垣上部にある

カメラコードをトリマーにて切断。

（訓戒） 

＜草刈＞庭で作業中、飛石により隣接

する家屋の窓ガラスを破損。※チップ

ソー、防護ネットは使用していた。 

（就業停止７日間） 

＜ニュース報道より＞ 先日、他県の

シルバー会員が現場にて無断でみかん

を採って食べたり、立ち小便を行う等

の迷惑行為を行い、退会勧告を受けた

ことがニュースとなりました。皆さん

でマナー・ルールを守り安全就業に努

めましょう。 

 

【就業交替説明会】 

◇日 時：１月２４日（金） 

午後 ２時３０分 

～ ３時３０分 

◇場 所：福祉交流センター 

多目的ホール 

（市役所敷地内） 

◇申込み：事前予約制 

（電話受付可） 

     １月 ２２日（水） 

午後５：００締切 

【詳細は別紙参照】 

 

 

 

【就業会員募集中】 

 

■草 刈 

■植 木 

■除 草 

 

就業会員が不足し、受注を 

止めたり、待ち時間を多く

いただいている状況です。 

経験者が教えます！初めて

の方も、ぜひ見学や体験を

してみてください。 

【就業相談会】◇日 時：１月２７日（月） 

午前１０時００分～午後３時００分 

（要予約、１人３０分程度） 

※就業相談会以外でも、相談を随時お受けしています。 

 

 

 

お仕事トピックス 

【物損事故の発生状況】 

 

皆さん、参加してみませんか？ 

 フレイル予防講座（貯筋運動） 

講話や転倒予防体操を通して、加齢とともに 

進行する身体機能の低下を予防しましょう！ 

◇日 時：１月２４日（金） 

午後１時３０分～２時３０分 

◇場 所：福祉交流センター 

多目的ホール（市役所敷地内） 

◇申込み：事前予約制（電話受付可） 

     １月２２日（水）午後５：００締切 

 

 

～安全・マナー向上に 

努めましょう～ 
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正会員会費 ２，０００円 

 

 

 

 

① ４月５月６月に就業している場合 
郵便局へ振込まれる配分金が２，０００円以上あ

る方は、配分金の中から会費が差し引かれます。 
※配分金明細書には、会費２，０００円分が差し

引かれた金額が記載されます。ご確認ください。 

 

②就業していない場合 
現金での納入になります。センター事務局までお

越しいただき、お支払いください。 

 

注 意！ 
派遣業務、有料職業紹介については金融機関での

引き落とし対応ができておりません。現金での納

入となります。 

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたし

ます。 

 
 

 

令和７年度の会費について 

令和７年度 会費は 

４月１日から受付開始です。 

 

 

 

 

 

就業期間内に１回でも就業された会員の方に、

証明書を同封いたしましたので、確定申告等に  

必要な方はご利用ください。   

◆支払期間： 

令和６年１月から令和６年１２月支払い分 

◆就業期間： 

令和５年１２月から令和６年１１月就業分まで 

 

 

 

シルバー人材センターから得た配分金収入（派遣

を除く）は、所得税法上『雑所得』となり所得税

の対象となります。雑所得金額の原則は総収入金

額から必要経費を控除した金額です。 

 

詳しくは下記にお尋ねください。 

▶龍ヶ崎税務署 

（代表０２９７－６６－１３０３） 

▶取手市役所 課税課市民税係 

（代表０２９７－７４－２１４１） 

※封筒に請負業務に係る令和６年分の年間配分金

支払証明書（Ａ４）を同封いたしましたので必ず

確認してください。 

 

 

 

◇１月１５日（水） 

◇２月１７日（月） 

◇３月１７日（月） 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行に午後の入金となります。当日午

後より、請負業務についての明細がＷＥＢにて確

認いただけます。同封しました、会員クラウドサ

ービスの操作ガイドをご参照ください。 

配分金支払日のおしらせ 

 

配分金の確定申告について 

会員クラウドサービスでは、

配分金のほかに、就業条件

明示書の確認ができます。 
・年間配分金支払い証明書 

・エイジレス第 4号／シルバー通信１２６号 

・県シ連だより 

・令和７年度安全就業標語の募集について 

・継続就業先の就業会員を募集します 

（就業交替説明会のご案内） 

・会員クラウドサービス  

・種・株・球根等を募集します！/交通安全情報 

 

 

同封しました 

年間配分金支払証明書発行について 


